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令
和
７
年
４
月
18
日(

金)

、
国
土
交
通

省
中
部
地
方
整
備
局
新
丸
山
ダ
ム
工
事
事
務

所
に
よ
る
工
事
概
要
説
明
会
と
現
地
視
察
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

新
丸
山
ダ
ム
建
設
工
事
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
の
工
事
の
進
捗
状
況
、
今
年
度
予
定

さ
れ
て
い
る
工
事
概
要
な
ど
の
説
明
を
受
け

ま
し
た
。

　

今
年
度
、
完
成
か
ら
70
年
を
む
か
え
る
丸

山
ダ
ム
、
そ
し
て
、
現
在
建
設
中
の
新
丸
山

ダ
ム
は
、
長
い
間
、
八
百
津
町
民
の
暮
ら
し

と
深
い
関
わ
り
が
あ
り
ま
す
。

　

新
丸
山
ダ
ム
完
成
ま
で
、
ま
だ
ま
だ
長
い

道
の
り
で
す
が
、
工
事
は
進
み
続
け
て
い
ま

す
。
３
月
27
日
に
は
、ダ
ム
本
体
コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
打
設
が
始
ま
り
、
本
格
的
に
ダ
ム
の
姿

が
見
え
て
き
ま
し
た
。

　

Ｄ
Ｘ
を
駆
使
し
、
自
律
型
コ
ン
ク
リ
ー
ト

打
設
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
目
指
す
新
丸
山
ダ

ム
工
事
。

　

議
会
で
は
、
新
丸
山
ダ
ム
周
辺
二
市
二
町

議
会
の
取
組
を
含
め
、
今
後
も
働
き
か
け
て

い
き
ま
す
。

新
丸
山
ダ
ム
周
辺
二
市
二
町
議
会
の

取
組
と
は･･ ･

　

令
和
７
年
度
か
ら
新
丸
山
ダ
ム
に

接
す
る
恵
那
市
・
瑞
浪
市
・
御
嵩
町
・

八
百
津
町
の
二
市
二
町
の
議
会
が
連
携
・

協
力
し
、
要
望
活
動
や
勉
強
会
を
実
施

し
て
い
き
ま
す
。
新
丸
山
ダ
ム
工
事
に

対
す
る
住
民
の
み
な
さ
ま
の
声
を
、
よ

り
効
果
的
に
届
け
ま
す
。

【
安
藤
峰
行 

議
長
】

　

ダ
ム
工
事
の
見
学
に
、

年
間
ど
の
く
ら
い
の
人

が
八
百
津
町
を
訪
れ
ま

す
か
。
ま
た
、
町
の
観

光
担
当
課
等
と
の
連
携　
　

は
し
て
い
ま
す
か
。

Ａ　

令
和
６
年
度
に
は
、
１
２
６
団
体
、　　

　

２
１
２
９
人
の
方
が
見
学
に
訪
れ
ま
し
た
。

　
　

観
光
協
会
と
一
緒
に
現
場
見
学
会
を
実

施
し
ま
し
た
。
事
業
説
明
時
に
は
町
の
Ｐ

Ｒ
を
盛
り
込
ん
で
説
明
し
て
い
ま
す
。

【
後
藤
一
夫 

副
議
長
】

　

現
在
、
原
石
山
を
一
日

に
最
大
何
台
の
ダ
ン
プ

が
運
行
し
て
い
ま
す
か
。

交
通
安
全
上
、
問
題
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。
ま
た
、

骨
材
製
造
施
設
の
騒
音

は
ど
の
く
ら
い
で
す
か
。

Ａ　

令
和
６
年
度
は
、
最
大
で
一
日
２
７
４

台
が
往
復
し
ま
し
た
。
道
路
の
汚
れ
等
で

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
が
、
事
故
な

ど
は
起
き
て
い
ま
せ
ん
。
騒
音
に
つ
い
て

は
、
隣
の
東
部
農
村
セ
ン
タ
ー
（
杣
沢
）

で
測
定
し
た
と
こ
ろ
、
休
工
日
と
比
較
し

て
３
デ
シ
ベ
ル
程
度
の
差
で
し
た
。

新丸山ダム工事概要説明会
および現地視察

令和7年４月18日（金）

　
議
員
か
ら
の
質
問
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現地視察の様子　　　　 現地視察の様子　　　　 

【
林
　
俊
宏 

議
員
】

　

工
事
車
両
が
多
く
通

行
し
て
い
る
が
、
ど
の

よ
う
な
安
全
対
策
を
し

て
い
ま
す
か
。
ま
た
、

町
道
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
ま
す
か
。

【
渡
邊
成
章 

議
員
】

　

昨
年
か
ら
、
工
期
や

費
用
に
大
幅
な
見
直
し

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

異
常
気
象
が
続
く
中
、

豪
雨
の
場
合
、
ど
の
程

度
の
余
裕
を
も
っ
て
工

事
を
進
め
て
い
ま
す
か
。

Ａ 　

現
時
点
で
工
期
・
費
用
と
も
に
大
幅
な

見
直
し
は
予
定
し
て
い
ま
せ
ん
。

      

新
丸
山
ダ
ム
工
事
は
、
現
在
の
丸
山
ダ

ム
の
機
能
を
維
持
し
な
が
ら
、
安
全
に

実
施
し
て
い
ま
す
。

【
長
谷
川
泰
幸 

議
員
】

　
地
元
の
道
路
委
員
会
等
と
協
議
を
重
ね
て

き
ま
し
た
。
今
後
も
情
報
共
有
し
、
地
域
住

民
の
協
力
を
得
な
が
ら
工
事
を
進
め
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

【
後
藤
香
代
里
　
議
員
】

　

観
光
協
会
主
催
の
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
で

は
、
今
年
度
か
ら
ダ
ム
部
門
が
創
設
さ
れ
ま

し
た
。
工
事
事
務
所
か
ら
も
ぜ
ひ
Ｐ
Ｒ
を
お

願
い
し
ま
す
。

【
ア
デ
ィ
エ
三
恵 

議
員
】

　

新
丸
山
ダ
ム
周
辺
地

域
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い

て
、
今
後
実
施
さ
れ
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
具
体
的
に

教
え
て
く
だ
さ
い
。

①堤体右岸ケーブルクレーン集中管理室棟屋上
ダム本体工事の様子を見学。現場内で製造したコンクリー
トは、ケーブルクレーンにより対岸の打設箇所まで運ばれ
ます。

②口杣沢骨材製造設備
岩石を砕き、コンクリートの骨材をつくります。骨材はベ
ルトコンベヤで現場まで運ばれます。

③原石山骨材採取箇所
採掘現場を車内から視察。およそ山１つ分の岩石を採掘し
ます。頑丈なダムを造るため、骨材には基準を満たした岩
石のみを使用します。

④国道４１８号線　７号橋
八百津町潮見と恵那市飯地を結ぶ高さ最大１８５メートル
の橋を造っています。完成すれば日本最長のコンクリート
製アーチ橋となります。

国土交通省中部地方整備局新丸山ダム工事事務所のみなさまのお
かげで、大変実りある研修になりました。ありがとうございました。

❶

❷

❹

Ａ 　

現
在
、
関
係
市
町
の
若
手
職
員
な
ど
の　

　

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
、
ア
ク
シ
ョ
ン　
　

　

プ
ラ
ン
を
検
討
し
て
い
ま
す
。　
　

　
　

 

今
後
、
さ
ら
に
来
訪
者
等
、
関
係
人
口

　

が
増
加
し
て
い
く
こ
と
も
視
野
に
、
情
報

　

発
信
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
、
具
体
的
な
地
域

　

振
興
策
を
進
め
て
い
く
予
定
で
す
。

Ａ 　
安
全
対
策
と
し
て
は
、
ゆ
ず
り
ゾ
ー
ン　

　

の
設
置
、
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
の
設
置
、
交
通　

　

誘
導
員
の
配
置
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
　

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
ダ
ン
プ　
　

　

の
走
行
に
よ
っ
て
問
題
が
発
生
し
た
場
合　

　

は
、
そ
の
都
度
対
応
し
て
い
き
ま
す
。
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●令和７年度八百津町一般会計予算など全議案を可決
 　一般会計　６５億６４００万円（対前年度比６．２％増）
　 特別会計　２８億８３００万円（対前年度比４．０％増）
●再審法改正を求める意見書を国に提出することについての請願を　
　採択
●八百津町議会委員会条例の一部を改正する条例ほか議員提出議
　案４件を可決
　令和７年第１回定例会は、去る３月３日に招集され、３月２１日まで、１９日間の会期で開かれました。
　本会議初日の３月３日は、金子町長の施政方針演説が行われ、町政運営と新年度予算をはじめとする議案の提案理由
が説明されました。続いて、執行部から提出議案２６件について議案説明が行われました。また、議員提出議案３件につ
いて提案理由が説明されました。
　本会議２日目の１４日には、６名の議員が一般質問を行い、ＣＣＮｅｔで生中継されました。次いで、各議案に対する質
疑が行われ、各常任委員会にそれぞれ議案の審査が付託されました。その後、請願１件が総務民生常任委員会にて審査
され、委員長報告、質疑を経て、採択されました。
　本会議３日目の２１日には、各常任委員会委員長から、付託された案件についての審査の経過及び結果の報告があり、
採決の結果、全議案を原案のとおり可決しました。続いて、追加提出された人事案件２件について同意、議員提出議案１
件について可決し、今定例会を閉会しました。

　えん罪は、国家による最大の人権侵害の一つである。人権国家を標ぼうするわが国にとってはもちろん、住民がえん
罪被害に遭う可能性がある地方自治体にとっても、えん罪の防止やえん罪被害の救済は重要な課題といえる。
　えん罪被害を救済するための制度としては「再審」がある。しかし、その手続を定めた法律（刑事訴訟法第四編「再
審」）には、再審請求手続の審理のあり方に関する規定がほとんどなく、裁判所の広範な裁量に委ねられている。このよ
うに、いわば「再審のルール」が存在しない状態となっているため、再審請求手続の審理の進め方は、事件を担当する
裁判所によって区々となっており、再審請求手続の審理の適正さが制度的に担保されず、公平性も損なわれている。
　～　中　略　～　
　よって、えん罪被害を一刻も早く救済するために、以下のとおり再審法を速やかに改正すべきである。
　１　捜査機関が保管する全ての証拠を開示すること。
　２　再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止すること。
　３　以上のほか、えん罪被害の救済に資するように再審請求手続の審理のあり方に関する規定を
　　　整備すること。
　以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。

令和７年３月２１日						      岐阜県八百津町議会議長　安藤　峰行

　岐阜県弁護士会から提出された請願第１号「再審法改正を求め
る意見書を国に提出することについての請願」は、総務民生常任委
員会で審議され、本会議２日目に全会一致で採択を受けました。
　本会議３日目には、上記意見書が議員提出議案として可決され、
その後、国の関係機関等に提出されました。

再審法改正を求める意見書　　　　 再審法改正を求める意見書　　　　 

意見書の全文、請願の内容は、
町HPで公開している議案書に記

載されています

33月 月 定例会定例会
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主
に
こ
ん
な
こ
と
が

主
に
こ
ん
な
こ
と
が
決決
ま
り
ま
し
た

ま
り
ま
し
た

　
令
和
7
年
度
予
算
は
8
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

条
　
　
例

▼
八
百
津
町
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

▼
八
百
津
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

▼
八
百
津
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域

型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

▼
八
百
津
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

上
位
法
（
国
の
法
律
等
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
八
百
津
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

国
家
公
務
員
の
給
与
勧
告
に
伴
い
、
八
百
津
町
一

般
職
職
員
の
給
与
改
定
、
配
偶
者
に
係
る
扶
養
手
当

の
廃
止
及
び
子
に
係
る
扶
養
手
当
の
増
額
、
管
理
職

員
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
対
象
時
間
帯
の
拡
大
を
行

う
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
八
百
津
町
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条

例

　

地
方
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
り
、
職
員
の
配
偶
者

同
行
休
業
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
条

例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

▼
八
百
津
町
附
属
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

第
３
期
八
百
津
町
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総

合
戦
略
を
、
第
６
次
八
百
津
町
総
合
計
画
へ
統
合
し

た
こ
と
に
伴
い
、
町
の
附
属
機
関
で
あ
る
八
百
津
町

総
合
戦
略
会
議
も
八
百
津
町
総
合
計
画
審
議
会
へ
統

合
す
る
た
め
、条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に

関
す
る
条
例

　

上
位
法
の
改
正
で
条
項
に
ず
れ
が
生
じ
る
こ
と
に

よ
る
関
係
条
例
の
整
理
を
行
う
た
め
、
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

▼
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

　

懲
役
及
び
禁
錮
を
廃
止
し
て
拘
禁
刑
を
創
設
す
る

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴

い
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

で
す
。

▼
八
百
津
町
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
実
施
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
利
用
時
間
の
改
正
を
行
う

こ
と
か
ら
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
午
後
６
時
30
分
ま
で
利
用
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

▼
八
百
津
町
空
き
家
等
の
適
正
管
理
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例　
　
　

空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
管
理
不
全
空
家
等
に
関
す
る
規
定
が
新

設
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
条
例
に
お
い
て
も
管
理
不
全

空
家
等
に
対
す
る
指
導
・
勧
告
を
新
た
に
規
定
す
る
ほ

か
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

保
育
園
の
延
長
保
育
の
時
間
に
合
わ
せ
ま
し
た

　

予
　
　
算

▼
令
和
６
年
度
八
百
津
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

８
号
）

　

主
な
内
容
は
、
物
価
高
騰
重
点
支
援
応
援
券
交
付

事
業
、
非
課
税
世
帯
支
援
の
給
付
金
給
付
事
業
な
ど

で
、
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
総
務
関
係
の
追
加�

 

５
３
０
０
万
７
千
円

▼
民
生
関
係
の
追
加�

 

５
５
０
３
万
４
千
円

▼
衛
生
関
係
の
追
加�

 

１
４
４
万
３
千
円

▼
土
木
関
係
の
追
加�

 

２
２
１
万
４
千
円

▼
諸
支
出
金
の
追
加�

 

１
億
７
０
３
０
万
１
千
円

▼
令
和
６
年
度
八
百
津
町
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
４
号
）

　

主
な
内
容
は
、
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
給
付
費
に
対

す
る
負
担
金
な
ど
で
、
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
総
務
費
の
追
加�

 

２
９
万
７
千
円

▼
保
険
給
付
費
の
追
加�

 

２
２
８
０
万
円

▼
地
域
支
援
事
業
費
の
追
加�

 

１
８
０
万
円

▼
基
金
積
立
金
の
追
加�

 

１
７
万
４
千
円

▼
諸
支
出
金
の
追
加�

 

１
万
２
千
円
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や お つ 議 会 だ より  N o . 1 9 8  2 0 2 5 . 5 6

議決結果：◎…可決、承認、同意　X…否決、不承認、不同意
賛否状況：〇…賛成  X…反対　－…議長は採決に加わらない

結 

果
主　　な　　内　　容

議案番号 議　　案　　名

議案第１号 八百津町職員の育児休業等に関する条例の
一部を改正する条例について ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律の一部改正に伴い、引用する法令
条項にずれが生じることによる条例の整備を行うた
め、条例の一部を改正するもの

議案第２号 八百津町職員の勤務時間、休暇等に関する
条例の一部を改正する条例について ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律の一部改正に伴い、条例の一部を
改正するもの

議案第３号 八百津町職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例について ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

国家公務員の給与勧告に伴い、八百津町一般職職員の
給与改定、配偶者に係る扶養手当の廃止及び子に係る
扶養手当の増額、管理職員特別勤務手当の支給対象時
間帯の拡大を行うため、条例の一部を改正するもの

議案第４号 八百津町職員の配偶者同行休業に関する条
例の制定について ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 地方公務員法の規定により、職員の配偶者同行休業に

関し必要な事項を定めるため、条例を制定するもの

議案第５号 八百津町附属機関設置条例の一部を改正す
る条例について ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

第３期八百津町まち・ひと・しごと創生総合戦略を、第
６次八百津町総合計画へ統合したことに伴い、町の附
属機関である八百津町総合戦略会議も八百津町総合計
画審議会へ統合するため、条例の一部を改正するもの

議案第６号 八百津町明日のまちづくり基金条例の一部
を改正する条例について ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

八百津町総合計画の文言が条文に引用されているた
め、総合計画の見直し、策定に伴い、条文の改正の必
要がないよう条例の一部を改正するもの

議案第７号

行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律の一部を改
正する法律の施行に伴う関係条例の整理に
関する条例について

◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の
利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図
るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する
法律の施行により、行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律について、条項
にずれが生じることによる関係条例の整理を行うため、
条例の一部を改正するもの

議案第８号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例について ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

懲役及び禁錮を廃止して拘禁刑を創設する刑法等の一
部を改正する法律等の施行に伴い、関係条例について
所要の改正を行うもの

議案第 9 号 八百津町放課後児童健全育成事業の実施に
関する条例の一部を改正する条例について ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 放課後児童クラブの利用に係る利用時間の改正を行う

ことから、条例の一部を改正するもの

議案
第１０号

八百津町家庭的保育事業等の設備及び運営
に関する基準を定める条例の一部を改正す
る条例について

◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内
閣府令及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
等の一部を改正する内閣府令の施行による家庭的保育
事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴
い、条例の一部を改正するもの

議案
第１１号

八百津町特定教育・保育施設及び特定地域
型保育事業の運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例について

◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する内
閣府令の施行による特定教育・保育施設及び特定地域
型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運
営に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部を改正
するもの

議案
第１２号

八百津町指定地域密着型サービスの事業の
人員、設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例について

◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営
に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部を改正す
るもの

議案
第１３号

八百津町空き家等の適正管理に関する条例
の一部を改正する条例について ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正す
る法律の施行に伴い、管理不全空家等に関する規定が
新設されたことを受け、条例においても管理不全空家
等に対する指導・勧告を新たに規定するほかその他所
要の改正を行うため、条例の一部を改正するもの

議案
第１４号

八百津町消防団員等公務災害補償条例の一
部を改正する条例について ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令
の一部改正に伴い、損害補償に係る補償基礎額及び扶
養に係る補償基礎額の加算額について所要の改正を行
うため、条例の一部を改正するもの

議案
第１５号

八百津町非常勤消防団員に係る退職報償金
の支給に関する条例の一部を改正する条例
について

◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施
行令の一部を改正する政令の施行に伴い、条例の一部
を改正するもの

議案
第１６号

八百津町水道事業に係る布設工事監督者の
配置基準及び資格基準並びに水道技術管理
者の資格基準に関する条例の一部を改正す
る条例について

◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇
水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴い、
水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件
について、所要の改正を行うため、条例の一部を改正
するもの

議案
第１７号

令和６年度八百津町一般会計補正予算（第
８号） ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ２億８１９９万 9 千円を追加し、

予算総額を６８億４３６４万 6 千円とする

議案
第１８号

令和６年度八百津町介護保険特別会計補正
予算（第４号） ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ２５０８万３千円を追加し、

予算総額を１２億７０３７万 8 千円とする

三　

宅　

和　

行

林　
　
　

俊　

宏

加　

藤　

良　

治

長
谷
川　

泰　

幸

赤　

塚　

孝　

博

後　

藤　

香
代
里

安　

藤　

峰　

行

後　

藤　

一　

夫

渡

邊

成

章

ア
デ
ィ
エ　

三　

恵

３月定例会　議案等の審議結果３月定例会　議案等の審議結果 全ての議案等が全会一致で承認・可決・同意されました。
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や お つ 議 会 だ より  N o . 1 9 8  2 0 2 5 . 57

議決結果：◎…可決、承認、同意　X…否決、不承認、不同意
賛否状況：〇…賛成  X…反対　－…議長は採決に加わらない

結 

果
主　　な　　内　　容

議案番号 議　　案　　名

議案
第１９号 令和７年度八百津町一般会計予算 ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 予算総額６５億６４００万円

（対前年度比６．2% 増 )

議案
第２０号

令和７年度八百津町国民健康保険特別会計
予算 ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 予算総額１２億９７００万円

（対前年比６. ３％減）

議案
第２１号

令和７年度八百津町後期高齢者医療特別会
計予算 ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 予算総額２億４１００万円

（対前年度比３．４％増）

議案
第２２号 令和７年度八百津町介護保険特別会計予算 ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 予算総額１３億４５００万円

（対前年度比１５％増）

議案
第２３号 令和７年度八百津町水道事業会計予算 ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 予算総額６億４２５３万９千円

（対前年度比３６．４％減）

議案
第２４号 令和７年度八百津町下水道事業会計予算 ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 予算総額６億７７９１万４千円

（対前年度比４．９％減）

議案
第２５号

八百津町辺地に係る公共的施設の総合整備
計画の策定について ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和７年度から令和１１年度までの５年間の八百津町
辺地に係る公共的施設の総合整備計画を策定するため、
議会の議決を経てこれを総務大臣に提出するもの

議案
第２６号 町道の路線認定について ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 既に道路として利用している土地の路線の認定のた

め、道路法の規定により議会の議決を求めるもの

議員提出
議案第１号

八百津町議会委員会条例の一部を改正する
条例について ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う標準町
村議会委員会条例の一部の改正に鑑み、議会に係る手
続のオンライン化に対応した改正を行うとともに、委
員選任に関する規定の見直し等を行うため、条例の一
部を改正するもの

議員提出
議案第２号

八百津町議会会議規則の一部を改正する規
則について ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う標準町
村議会会議規則の一部の改正に鑑み、議会に係る手続
についてオンライン化に対応した改正を行うととも
に、標準町村議会会議規則の内容及び現在の社会情勢
等に照らし所要の整備を行うため、規則の一部を改正
するもの

議員提出
議案第３号

八百津町議会会議規則に係る情報通信技術
の活用に関する規程の制定について ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇

八百津町議会会議規則に規定する通知、作成、保存等
を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信
技術を利用する方法により行う場合について、必要な
事項を定めるため制定するもの

請願第１号 再審法改正を求める意見書を国に提出する
ことについての請願について ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 請願者から再審法改正を求める意見書を、議会から国

および関係機関に提出することを求める請願

選第１号 八百津町選挙管理委員会委員及び補充員の選
挙 ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 八百津町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙

任期：令和７年３月１９日～令和 11 年 3 月 18 日

議案
第２７号

八百津町副町長の選任につき同意を求める
ことについて ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 八百津町副町長の選任にあたり議会の同意を求めるもの

任期：令和７年４月１日～令和 11 年３月３１日

議案
第２８号

固定資産評価員の選任につき同意を求める
ことについて ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 固定資産評価員の選任にあたり議会の同意を求めるもの

議員提出
議案第４号 再審法改正を求める意見書の提出について ◎ 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 請願第 1 号が採択されたため、地方自治法の規定によ

り意見書を提出するもの
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一般会計歳入

一般会計歳出

地方交付税
22億8,400万円 

35%

町税 
15億1,481万円 

23%

国県支出金 
9億2,617万円

14%

国からの交付金 
3億3,070万円

5%

繰入金
2億9,910万円

 4%

町債
1億9,420万円

 3%

地方譲与税
1億2,516万円

2% 使用料・負担金・
財産収入・繰越金など 
8億8,986万円

14%

歳入

※金額の表記は割合を100%にするため、
　端数調整しています。

歳入・歳出総額　65億6,400万円

民生費
16億6,985万円

25%

総務費
12億7,767万円

 19%

教育費
7億1,276万円
 11%

土木費
5億2,275万円

 8%

公債費
4億2,896万円

 6%

衛生費
3億7,253万円

6%

消防費
3億789万円
 5%

農林水産業費
2億5,742万円

4%

商工費
1億6,205万円

3%

議会費,
7,030万円
1%

諸支出金・災害復旧費
・予備費

7億8,182万円
 12%

歳出

令和７年度八百津町一般会計当初予算

会
計
別
予
算

会計の区分 令和 7 年度  予算額 令和 6 年度  予算額 増減（％）
一　般　会　計 ６５億６，４００万円 ６１億８，２００万円 6.2

特別会計
国民健康保険 １２億９，７００万円 １３億７，０００万円 △5.3
後期高齢者医療 ２億４，１００万円 ２億３，３００万円 3.4
介護保険 １３億４，５００万円 １１億７，０００万円 15.0

企業会計
水道事業 ６億４，２５４万円 １０億１，０７６万円 △36.4
下水道事業 ６億７，７９１万円 ７億１，２７４万円 △4.9

合　　計 １０７億６，７４５万円 １０６億７，８５０万円 0.8

※金額の表記は 1 万円未満を四捨五入しています。
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一 般 質 問 　～主な質問と答弁の趣旨～
　一般質問と答弁は、質問議員本人の文責で掲載しています。

　「YouTube八百津町議会チャンネル」

一般質問を動画配信しています　ぜひご覧ください

質　問　者 質　　　問　　　事　　　項

ア デ ィ エ　 三 恵 ○一小一中統合の今後の動きについて

赤 塚　 孝 博 　　　　　○自主防災組織について

後 藤　 香 代 里 ○グリーンツーリズム／農泊の推進について

林 　 俊 宏 　　　　　○水道事業における水道管の老朽化対策と健全運営について

長 谷 川　 泰 幸 ○西部やおまるのデマンド化について

渡 邊　 成 章 　　　　　○柔軟剤、合成洗剤などによる香料やマイクロカプセルなどの
　　　　　　化学物質による健康被害に対する取り組みについて

アディエ 三恵 議員　�「一小一中統合の今後の動きについて」

　令和 7 年 1 月に町内の各地区で 「今後の学校の在り方についての保護
者懇談会」 が開催された。その保護者懇談会ではどのような意見が出て、
執行部としてはどのように受け止めているか。執行部の考えを伺う。

問1

　「八百津町モデル自主防災組織活動支援事業」制度はどのようなもので、
町内自治会等で、どれだけの団体がこの制度を活用しているか。

問1-1

動画をチェック！

懇談会は「子どもたちの未来のためにどんな学校にしたらよいかを保護者の皆さんと一
緒に考える会」をテーマとし、幅広い内容について説明しました。
統合についてのアンケート結果は、「統合すべき」または「統合はやむを得ない」が全
体の９０％と、統合の方向性で支持されていると考えています。また、統合時期は、「で
きるだけ早く５年以内」を選択した方が５８．３％と半数以上を占めました。
適正規模化、スクールバスの整備、安心安全な立地、小中一貫教育、各学校の特色を残
した魅力ある学校づくりなど、保護者の思いやご意見を大切に、今後の施策に生かします。

答1 （社本教育長）

赤塚 孝博 議員  �「自主防災組織について」

動画をチェック！

次ページへ続く
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林 俊宏 議員   �「水道事業における水道管の老朽化対策と健全運営について」

　水道事業の健全運営維持のため、以下の点について伺う。
①老朽化した水道配水管の整備、取替計画について
②事務の合理化、経費節減に向けての取組内容
③下水道への接続推奨の取組について

問1

動画をチェック！

赤塚 孝博 議員 

町では、八百津町モデル自主防災組織活動支援事業として、自主防災組織の活動を助成しています。助成金額は、初年度
１０万円、次年度以降５回まで、年３万円です。
令和５年度末までに３５の自治会で実施され、令和６年度は初年度実施として２自治会、継続実施が１自治会ありまし
た。自治会以外の団体の申請はありませんでした。

答1-1

答1-2

（鈴木防災安全室長）

①既に１４の自治会が６回の助成を受けていますが、その後の活動は把握していません。
②自主防災組織を立ち上げ、継続的に実施されれば、助成の対象となります。
③令和７年度からは、助成の回数制限をなくします。
④まずは地域の皆様の防災意識づくりに重点をおくため、基準等を設ける予定はありません。
⑤マニュアル等作成予定はありませんが、今後の状況を考慮し、必要性があれば検討します。

後藤 香代里 議員   「グリーンツーリズム／農泊の推進について」

答1-1

答1-2

（中嶋農林課長）

八百津町の地域おこし協力隊は起業型であり、業種を絞った募集は考えていません。具体
的な事業計画のある方であれば、当制度に応募していただきたいと思います。

今後、返礼品を増やしていきたいと考えています。実施団体の話を聞いたうえで検討します。

答1-3

（赤塚地域振興課長）

動画をチェック！

　農山村での体験を楽しむグリーンツーリズムや農泊事業に国や県が力を
入れている。町として関連団体や施設に支援を行う考えはあるか。

問1-1

問1-2

問1-3

ふるさと納税の返礼品に農泊体験を加えてはどうか。

農泊事業に地域おこし協力隊の制度を活用してはどうか。

①助成金支給終了後もどれだけの自主防災組織が活動されているか。
②自治会の枠を超えた団体での自主防災組織についてはどのように考えて
　いるか。
③助成金支給回数の制限を廃止したほうが良いと考えている。いかがか。
④助成にあたっては、救急救命講習の年１回の実施など、より詳細な基準
　を設けてはどうか。
⑤町独自のマニュアル等を作成し、ホームページ等で周知してはどうか。

問1-2

　それぞれの団体が自立し、補助金がなくても継続的に事業が続けられるような取り組みを期
待しています。具体的な協力については、活動を実践している方から意見をいただき検討します。

次ページへ続く
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　やおまる西部は、コミュニティバス８０２の廃止代替で西部地区の運行経路を引き継ぎ
運行しています。デマンド化については、高校生や高齢者を始め、八百津町を訪れる方に
も利用しやすい公共交通とするため、今後、地区懇談会を開催し、地域の意見を聞きなが
ら運行方式やルート設定など自分事としての意識の醸成を図ります。
また、公共交通予算の検討も行いながら、西部デマンド化に向けて試算し、公共交通の再
構築に努めます。

①水道配水管について、数年後には法定耐用年数をこえる管路が徐々に増加していきます。
　その対策として、管路更新計画に基づいて更新工事や漏水調査を実施しています。
　今後も、優先度、安全性を考慮した上で、経費節減に努めながら更新、耐震化を進めます。
②人口減少等による料金収入の減少が見込まれ、一般会計からの出資金、補助金なしでは事業継続が困難な状況です。
　管理システム業務を上下水道一括で契約するなど、事務的経費抑制に努めます。
　また、水道料金の未納、滞納を増やさないため、料金回収に努めます。
　施設面では、問題ない範囲で期間を延伸させて点検を実施し、また、浄水場管理を業務委託せず、知見のある会計年度　
　職員が担当することで、維持管理経費の削減を図っています。
③下水道未接続者に対し、案内するとともに、引き続き広報や「やおつーしん」で接続推奨を呼びかけます。

長谷川 泰幸 議員   �「西部やおまるのデマンド化について」
　やおまる東部は、利便性の高いデマンド交通であり、地域に根付いた公
共交通となっている。やおまる西部にも利便性向上を望む声が上がってお
り、デマンド化についての検討が急務であると感じている。
　公共交通の再構築を目指すところであるが、今後の方針を伺う。

問1

　近年、マイクロカプセルや抗菌剤による健康被害が深刻になっている。
そのような化学物質による健康被害について、町としてどのように考えて
いるか伺う。

　化学物質の健康被害に関する情報について、町民への周知など、今後の
対応を伺う。

　化学物質に過敏な方から、公共施設に行くこともできないという声を聞
いた。令和７年度予算で行政手続のオンライン化の予算が組まれている
が、どの手続が、どのような方法でできるようになるのか伺う。

問1-1

問1-2

問1-3

動画をチェック！

動画をチェック！

林 俊宏 議員 

化学物質の取り扱いについて、関係省庁の厳正な管理下のもと、使用が許可された原材料によって製品化されていると認
識しています。今後、国による研究調査が進められていくべき事案と捉えています。引き続き、関係省庁からの情報提供や指
導助言をもとに対応してまいります。

町ホームページでは、香害や化学物質に過敏な方への配慮についてお知らせをしています。まずは、厚生労
働省をはじめ関係省庁からの情報収集に努めてまいります。

令和７年度予算において、「Ｌｏｇｏフォーム」という自治体専用電子申請システムの運用費を計上しています。町ホーム
ページ上に申請ページを作り、スマホやパソコンなどで利用することができ、出産育児一時金や葬祭費等の支給申請、国民
健康保険税等の納付証明書発行申請手続等の利用を予定しています。
国や県の動向、他市町村の事例を参考に、ＤＸの推進、拡充に努めます。

答1

答1

答1-1

答1-2

答1-3

（平井水道環境課長）

（赤塚地域振興課長）

（岩井健康福祉課長）

（上野総務課長）

渡邊 成章 議員
「柔軟剤、合成洗剤などによる香料やマイクロカプセルなど
の化学物質による健康被害に対する取り組みについて」
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［１月］
１２日　○令和７年消防出初式
　　　　○二十歳の集い 
１４日～１７日
　　　　○学校統合保護者懇談会
１７日　○議会全員協議会
２４日　※例月出納検査
２８日　※随時監査
２９日　○可茂地域町村行政懇話会・懇談会
３１日　○可茂町村議会議長会研修
　　　　○防災講演会

［２月］
１４日　○防災シンポジウム in 岐阜２０２５
　　　　○地方財政対策説明会・合同懇親会
１６日　○蘇水旗争奪剣道大会
１９日　○議会ＤＸ研修（Ｚｏｏｍ）
　　　　○ハラスメント防止研修
２１日　○議会全員協議会
２３日　○町民駅伝競走大会
２６日　※随時監査
２７日　○議会運営委員会　　　　

［３月］
　３日　○議会全員協議会
　　　　○第１回議会定例会開会
　４日　○地域公共交通協議会
　６日　○議会運営委員会
　７日　○町内中学校卒業式
　　　　○令和６年度第２回自治会長会
１０日　○令和７年可茂地域一部事務組合
　　　　　議会第１回定例会
１１日　※例月出納検査
１３日　○町立志式
１４日　○第１回議会定例会（２日目）
１５日　○福地自治会設立総会
１７日　○建設文教常任委員会
１８日　○総務民生常任委員会
２１日　○議会全員協議会
　　　　○第１回議会定例会閉会
２４日　○名鉄広見線活性化協議会
２５日　○町内小学校卒業式
　　　　※例月出納検査
２６日　○岐阜県町村議会議長会評議員会
２７日　○町内保育園卒園式
　　　　○可茂地域懇談会

議
会
日
誌
（
令
和
7
年
1
月
か
ら
3
月
）

議会だより編集委員会　　　　　　　　
安藤 峰行 議長　　　  後藤 一夫 副議長
渡邊 成章 議員

議会だより 5 月号編集委員会の様子

八百津町議会 次回の定例会は

6 月11日（水） 
開会の予定です

一般質問（6 月 20 日予定）の様子は 
CCNet　地デジ 12ch で 

生中継 · 録画放送されます

議会本会議はどなたでも傍聴できます。
詳細は議会事務局へお問い合わせください。

☎４３-２１１１（内線２３０３）

一般質問
動画配信中！
ぜひご覧ください
「YouTube 八百津町議会チャンネル」

チャンネル登録お願いします
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